
平成２４年度第２回いしかわ森林環境基金評価委員会

次 第

平成２４年１１月２２日（木）

現地視察

① 環境林整備事業実施林【いしかわ森林環境基金事業・ハード事業】

（小松市五国寺町）

② 森林整備事業実施予定林【造林公共事業】

（小松市松岡町）

③ いしかわ身近な森保全事業【いしかわ森林環境基金事業・ソフト事業】

（小松市那谷町）



平成２４年度第２回森林環境基金評価委員会現地視察日程

平成24年11月22日（木）

13:00 県庁　南口玄関集合

13:05 県庁　出発

          （50分)

13:55

（15分）

14:10

          （15分）

14:25

（30分）

14:55

  　　　　（30分）

15:25

（15分）

15:40

  　　　　（50分）

16:30 県庁着　解散

【北陸自動車道（小松ＩＣ経由）】

①環境林整備事業実施林（侵入竹林）

・小松市五国寺町

③身近な森保全事業実施林（緩衝帯整備）

・小松市那谷町

②森林整備事業実施予定林（路網整備・間伐等）

・小松市松岡町

【北陸自動車道（西金沢ＩＣ経由）】



いしかわ森林環境基金評価委員会 委員名簿

氏 名 役 職 等

有 川 光 造 石川県森林組合連合会会長

石 倉 紀久子 医療法人社団「和泉会」佐原病院 ﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰ長

大 西 亮 子 中能登町地球温暖化防止推進協議会 副会長

梶 文 秋 輪島市長

越 島 正 喜 石川県商工会議所連合会専務理事

新 木 順 子 石川県漁業協同組合女性部長

中 島 史 雄 金沢大学名誉教授・弁護士

中 村 浩 二 金沢大学学長補佐

平 田 博 石川県町会区長会連合会会長

藤 多 典 子 石川県婦人団体協議会会長

丸 山 利 輔 石川県立大学参与
（委員長）

南 洋 子 石川県商工会連合会参与

（１２名）

（敬称略：五十音順）



いしかわ森林環境基金評価委員会 設置要綱

（設置目的）
第１条 いしかわ森林環境基金条例（石川県条例第４１号）第１条に定め

る「いしかわ森林環境基金」（以下「基金」という。）を財源とした事業
の成果を検証・評価するとともに、事業の継続や見直しの必要性について検
討するため、「いしかわ森林環境基金評価委員会」（以下「委員会」という。）
を設置し、もって、同事業の透明性の確保と県民の理解増進にも資する。

（検討事項）
第２条 委員会は、次の事項について検討する。
（１）事業実績及び事業成果等の検証・評価に関すること
（２）事業の継続や見直しの必要性に関すること
（３）その他事業の推進に関すること

（組織）
第３条 委員会の委員は、市町長及び学識経験者、経済、社会教育、県民・消

費、農林水産関係団体の有識者からなるものとし、別紙のとおりとする。
２ 委員会に委員長を置くものとし、委員の互選により選出する。
３ 委員長は、会務を総理し、委員を代表する。

（任期）
第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。
２ 委員の再任は、妨げない。

（会議）
第５条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長は委員長があたる。

２ 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員がこれを代行する。
３ 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことが

できる。
４ 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
５ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、

委員長の決するところとする。

（議事内容の公表）
第６条 委員会は、原則として公開により実施し、議事内容は、議事要旨によ

り公表する。

（庶務）
第７条 委員会の庶務は、石川県農林水産部森林管理課において行うものとす

る。

（その他）
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員会で

定めるものとする。

附則
この要綱は、平成２０年６月９日から施行する。
一部改正 平成２４年４月２日



現地視察資料

平成２４年度第２回「いしかわ森林環境基金評価委員会」

平成２４年１１月２２日（木）



視 察 先 の 概 要

① 環境林整備事業（侵入竹林の整備）【いしかわ森林環境基金事業・ハード事業】

・小松市五国寺町

本事業では、今年度より手入れ不足人工林の強度間伐と併せて、侵入竹の除去を行い、

公益的機能の確保を図ることとしている。

この箇所は、６０年生前後のスギ人工林にモウソウチクが侵入し、林内は暗く、下層植

生もほとんど見られない状況となっていることから、現在侵入竹の除去を実施していると

ころである。事業区域1.4haのうち現時点で0.44haの整備が終了しており、年度内の完成

を目指している。

→南加賀農林総合事務所管内の実績及び計画

平成19年度～平成23年度の実績 強度間伐：1,065ha

平成24年度～平成28年度の計画 強度間伐・侵入竹の除去等：約500ha

② 森林整備事業（予定）（路網整備・間伐）【造林公共事業】

・小松市松岡町

今年度より、手入れ不足人工林の整備にあたっては、既存の事業を活用し、可能な限り

利用間伐により実施していくこととしている。

この箇所は、森林環境税が始まった５年前までは採算が合わず、間伐材の利用ができな

かったため、環境林整備事業の実施予定区域としていたが、その後の木材需要の拡大を

踏まえ、昨年、森林施業の集約化と路網の開設を計画したところ、利用区域34.1haの

うち14.4ha、材積338m3について利用間伐により整備することが可能となった。

今後もこの路網を利用して人工林の保育や広葉樹の整備を実施していく。

→南加賀農林総合事務所管内の計画

平成20年度～平成23年度の実績 路網整備：14,712m、間伐面積：164ha（3,134m3）

平成24年度～平成26年度の計画 路網整備：12,915m、間伐面積：220ha

③ いしかわ身近な森保全事業（緩衝帯整備）【いしかわ森林環境基金事業・ソフト事業】

・小松市那谷町

集落周辺の放置森林において、地域と協働で森林整備活動を実施する市町等に支援して

いる。

この地区は、クマやイノシシなどの野生獣の出没抑止のための緩衝帯（バッファーゾー

ン）の整備に取り組んでいる。

実施にあたっては、猟友会による「クマ檻」の設置や伐採された樹木を近くにある「里

山自然学校」で炭焼きに活用するなど地域との協働に努めている。

→南加賀農林総合事務所管内の今年度計画

小松市 那谷～滝ヶ原町 4.88ha

花坂町 2.75ha

加賀市 百々町 2.86ha

能美市 湯屋・徳山町 5.00ha














